
議
第
八
十
三
号

岐
阜
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
特
定
道
路
等
が
満
た
す
べ

き
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
特
定
道
路
等
が
満
た
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
二
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
特
定
道
路
等
が
満
た
す
べ

き
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
特
定
道
路
等
が
満
た
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
特
定
道
路
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
を
、
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車

歩
行
者
専
用
道
路
等
の
構
造
」
を
、
「
立
体
横
断
施
設
」
の
下
に
「
の
構
造
」
を
、
「
乗
合
自
動
車
停
留
所
」
の

下
に
「
の
構
造
」
を
加
え
、
「
第
五
節

自
動
車
駐
車
場
（
第
二
十
条
―
第
三
十
条
）

第
六
節

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
施
設
等
（
第
三
十
一
条
―

「
第
五
節

自
動
車
駐
車
場
の
構
造
（
第
二
十
条
―
第
三
十
条
）

第
三
十
五
条
）
」
を

第
六
節

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
一
条
）

第
七
節

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
施
設
等
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十

に
、
「
第
三
十
六
条
―
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
七
条
―
第
五
十
九
条
」
に
、
「
第
四
十
九
条
―
第

六
条
）
」

五
十
二
条
」
を
「
第
六
十
条
―
第
六
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
特
定
道
路
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に

改
め
る
。

第
二
条
中
「
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
」
を
「
移
動
等
円

滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
」
に
改
め
る
。

「
第
二
章

特
定
道
路
」
を
「
第
二
章

特
定
道
路
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
に
改
め
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
中
「
特
定
道
路
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
を
加
え
る
。

「
第
二
節

歩
道
等
」
を
「
第
二
節

歩
道
等
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
構
造
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
も
の
」
を
「
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
、
自
転
車
歩
行
者

専
用
道
路
及
び
歩
行
者
専
用
道
路
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専

用
道
路
若
し
く
は
歩
行
者
専
用
道
路
（
以
下
「
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
当
該
歩
道

等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
有
効
幅
員
は
、
岐
阜
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
幅
員
の
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

４

歩
行
者
専
用
道
路
の
有
効
幅
員
は
、
岐
阜
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
第
四
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
幅
員
の
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
除

く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
る
。

「
第
三
節

立
体
横
断
施
設
」
を
「
第
三
節

立
体
横
断
施
設
の
構
造
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
号
中
「
装
置
」
を
「
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
い
る
こ
と
」
の
下
に
「
又
は
籠
外
及

び
籠
内
に
画
像
を
表
示
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
加
え
、
「
か
ら
籠
内
が
」
を
「
に
い
る
者
と
籠

内
に
い
る
者
が
互
い
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
中
「
装
置
」
を
「
設
備
」
に
改
め

る
。第

十
四
条
中
「
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

「
第
四
節

乗
合
自
動
車
停
留
所
」
を
「
第
四
節

乗
合
自
動
車
停
留
所
の
構
造
」
に
改
め
る
。

「
第
五
節

自
動
車
駐
車
場
」
を
「
第
五
節

自
動
車
駐
車
場
の
構
造
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
六
十
二
条
と
す
る
。

第
五
十
条
第
一
号
イ
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
当
該
表
示
を
開
始
し
た
こ
と
又
は
当
該
表
示
を
継
続
し
て
い
る

こ
と
に
関
す
る
情
報
を
当
該
視
覚
障
害
者
が
使
用
す
る
通
信
端
末
機
器
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
十
一
条
と
し
、
第
四
十
九
条
を
第
六
十
条
と
す
る
。

第
四
十
八
条
中
「
第
三
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
第
四
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、
「
第
三
十
八
条

の
」
を
「
第
四
十
九
条
の
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

第
四
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
五
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
掲
示
板

及
び
標
識
）
」
を
付
し
、
第
四
十
六
条
を
第
五
十
七
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五

十
六
条
と
し
、
第
四
十
四
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
五
十
四
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
便
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所
）
」
を
付
し
、
第
四
十
二
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
」
を
「
第
五
十
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
、
「
第
四

十
四
条
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
四
十
五
条
」
を

「
第
五
十
六
条
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
第
三
十
九

条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
七
号
中
「
次
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
」
を
「
次
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条

を
第
四
十
九
条
と
し
、
第
三
十
七
条
を
第
四
十
八
条
と
し
、
第
三
十
六
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
第
二
章
第
六
節
中
同
条
を

第
四
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
及
び
自
動
車
駐
車
場
に
は
」
を
「
、
自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
及
び
自
動
車
駐
車
場
」
を
「
、
自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
に
改
め
、
「
路

面
」
の
下
に
「
又
は
床
面
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加

え
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

２

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
設
備
を
一
以
上
設
け
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
旅
客
の
円
滑
な
流
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
施
設
に
優
先
席
（
主
と
し
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
優
先
的
な
利
用
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
座
席

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
付
近
に
、
当
該
優
先
席
に
お
け
る
優
先

的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並

び
に
」
に
改
め
、
「
自
動
車
駐
車
場
」
の
下
に
「
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を

第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
、
同
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
が
敷
設
さ
れ
た
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
通
路
と
第

十
三
条
第
十
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
乗
降
口
に
設
け
る
操
作
盤
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る

設
備
（
音
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
便
所
の
出
入
口
及
び
第
四
十
条
の
基
準
に
適
合
す
る
乗
車
券
等
販
売
所

と
の
間
の
経
路
を
構
成
す
る
通
路
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を
行
う
者
が
常
駐
す
る
二
以
上
の
設
備
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
二

以
上
の
設
備
間
の
誘
導
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
設
備
間
の
経
路
を
構
成
す
る
通
路
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
階
段
、
傾
斜
路
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
通
路

に
は
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
三
十
一
条
に
次
の
四
項
を
加
え
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

３

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
傾
斜
路
、
便
所
、
乗
車
券
等
販
売
所
、
待

合
所
、
案
内
所
若
し
く
は
休
憩
設
備
（
第
五
項
に
お
い
て
「
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
」
と
い

う
。
）
又
は
同
項
に
規
定
す
る
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
の
付
近
に
は
、
こ
れ
ら
の
設
備
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す

る
案
内
標
識
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
案
内
標
識
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
二
一
〇
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

５

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
の
付
近
に
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
（
第
三
十
一
条

第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
昇
降
機
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
他
の
施
設
の
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
置
を
表
示
し
た
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
を
設
け

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

６

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
の
付
近
そ
の
他
の
適
切
な
場
所
に
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造

及
び
主
要
な
設
備
の
配
置
を
音
、
点
字
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
を
設
け
る
も

の
と
す
る
。

第
二
章
中
第
六
節
を
第
七
節
と
し
、
第
五
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
六
節

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造

（
通
路
）

第
三
十
一
条

公
共
用
通
路
（
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
旅
客
特
定
車
両
（
道
路
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七

年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

停
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
内
に
お
い
て
常
時
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
一
般
交
通
用
施
設
で
あ
っ

て
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
旅
客
特
定
車
両
の
乗
降
口

に
至
る
通
路
の
う
ち
、
乗
降
場
ご
と
に
一
以
上
の
通
路
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

有
効
幅
員
は
、
一
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
通
路
の
末
端
の
付
近
の
広
さ
を
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
の
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
五
十
メ
ー
ト

ル
以
内
ご
と
に
車
椅
子
が
転
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
広
さ
の
場
所
を
設
け
た
上
で
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

有
効
幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
場
合
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を
併

設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
一
以
上
の
通
路
（
以
下
「
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
床
面
に
高
低
差
が

－4－



あ
る
場
合
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
傾
斜
路
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造

の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ
る

他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
第
三
十
三
条
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
傾
斜
路
（
第
三
十
四

条
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
旅
客
特
定
車
両
停

留
施
設
に
旅
客
特
定
車
両
が
停
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
旅
客
特
定
車
両

の
乗
降
口
と
の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き

る
。
管
理
上
の
理
由
に
よ
り
昇
降
機
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

４

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
通
路
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

段
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
段
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

踏
面
の
端
部
の
全
体
と
そ
の
周
囲
の
部
分
と
の
色
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
段
を
容
易
に
識

別
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

段
鼻
の
突
き
出
し
そ
の
他
の
つ
ま
ず
き
の
原
因
と
な
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
構
造
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
出
入
口
）

第
三
十
二
条

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
公
共
用
通
路
の
出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
す
る
。

一

有
効
幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
場
合
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

有
効
幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
場
合
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を
併

設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
）

第
三
十
三
条

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
す
る
。

一

籠
の
内
法
幅
は
一
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
、
内
法
奥
行
き
は
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
籠
の
出
入
口
が
複
数
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る
構
造
の
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も
の
（
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

籠
内
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
降
す
る
際
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
号
た
だ
し
書
の
構
造
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

第
十
三
条
第
五
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
籠
の
内
法
幅
及
び
内
法
奥
行
き
は
、
旅
客

特
定
車
両
停
留
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
傾
斜
路
）

第
三
十
四
条

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
傾
斜
路
（
そ
の
踊
場
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

有
効
幅
員
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
階
段
に
併
設
す
る
場
合
は
、
九
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

縦
断
勾
配
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
の
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
下
の
場
合
は
、
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

高
さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
傾
斜
路
に
あ
っ
て
は
、
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内

ご
と
に
踏
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
踊
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
傾
斜
路
の
床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る

も
の
と
す
る
。

３

第
十
四
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
の
規
定
は
、
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た

通
路
に
設
け
る
傾
斜
路
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
）

第
三
十
五
条

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
隣
接
し
た
位
置
に
設

け
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
の
み
が
適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

一

上
り
専
用
の
も
の
と
下
り
専
用
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
旅
客
が
同
時
に

双
方
向
に
移
動
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
通
路
の
床
面
等
に
お
い
て
、
当
該
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
へ

の
進
入
の
可
否
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
上
り
専
用
又
は
下
り
専
用
で
な
い
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

踏
み
段
の
有
効
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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四

踏
み
段
の
面
を
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
昇
降
す
る
た
め
に
必
要
な
広
さ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で

あ
り
、
か
つ
、
車
止
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

第
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
は
、
当
該
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
行
き
先
及
び
昇

降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
階
段
）

第
三
十
六
条

第
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
は
、
移
動
等
円
滑
化
さ
れ

た
通
路
に
設
け
る
階
段
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
乗
降
場
）

第
三
十
七
条

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
乗
降
場
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

旅
客
特
定
車
両
の
通
行
方
向
に
平
行
す
る
方
向
の
縦
断
勾
配
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

三

横
断
勾
配
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
誘
導
車
路
の
構
造
、
気
象
状
況
又
は
地
形

の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

四

乗
降
場
の
縁
端
の
う
ち
、
誘
導
車
路
そ
の
他
の
旅
客
特
定
車
両
の
通
行
、
停
留
又
は
駐
車
の
用
に
供
す
る

場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
客
特
定
車
両
用
場
所
」
と
い
う
。
）
に
接
す
る
部
分
に
は
、
柵
、
視
覚

障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
視
覚
障
害
者
の
旅
客
特
定
車
両
用
場
所
へ
の
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

当
該
乗
降
場
に
接
し
て
停
留
す
る
旅
客
特
定
車
両
に
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る
構
造
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（
運
行
情
報
提
供
設
備
）

第
三
十
八
条

旅
客
特
定
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び
音
声
に
よ

り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
設
備
が
な
い
場
合
そ
の
他
技
術
上
の
理
由

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
便
所
）

第
三
十
九
条

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
便
所
を
設
け
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
通

路
」
と
あ
る
の
は
「
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
」
と
、
「
同
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
各
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
乗
車
券
等
販
売
所
、
待
合
所
及
び
案
内
所
）
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第
四
十
条

乗
車
券
等
販
売
所
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
す
る
。

一

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
乗
車
券
等
販
売
所
と
の
間
の
通
路
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

出
入
口
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

有
効
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

有
効
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑵

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を

併
設
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
勤
務
す
る
者
が
容
易
に
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
に
出
て
対
応
で
き
る
構
造

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
待
合
所
及
び
案
内
所
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
（
勤
務
す
る
者
を
置
か
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
聴
覚
障
害
者
が
文
字
に

よ
り
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
設
備
を
保
有
し

て
い
る
旨
を
当
該
乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
券
売
機
）

第
四
十
一
条

乗
車
券
等
販
売
所
に
券
売
機
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の

円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
乗
車
券
等
の
販
売
を
行
う
者
が
常
時
対
応
す
る

窓
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
た
め
に
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
が
満
た
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
等
の
た

め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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